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 御殿場市長 勝又 正美 様 

 

                     御殿場市監査委員 榊 原 敏 彦 

                     御殿場市監査委員 勝間田 博文 

 

 

財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査を行ったので、その結果を同条第９項

の規定により、次のとおり報告します。 
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財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の種別 

 (1) 財政援助団体に関する監査 

 (2) 公の施設の指定管理者監査 

 

２ 監査の対象 

  本市が、令和７年度において補助金・交付金等（以下「補助金等」という。）の財政的援助を行う８団体

及び公の施設の指定管理者２者（２施設）を抽出し、その団体等と市所管課を対象とした。  

 

 (1) 財政援助団体に関する監査 

 ①ごてんばの日記念事業交付金 

  団 体  ごてんばの日記念事業実行委員会 

  所管課  企画戦略部 企画課 

 

 ②御殿場市議会 議会運営委員会行政視察交付金 

  団 体  御殿場市議会 議会運営委員会 

  所管課  議会事務局 議事課 

 

 ③御殿場市消防団本部運営事業補助金 

  団 体  御殿場市消防団本部 

  所管課  御殿場市・小山町広域行政組合 消防本部 警防課 

 

 ④NPO 法人御殿場市スポーツ協会事業補助金 

NPO 法人御殿場市スポーツ協会創立７０周年記念事業補助金 

  団 体  NPO 法人御殿場市スポーツ協会 

  所管課  産業スポーツ部 スポーツ交流課 

 

 ⑤グリーン・ツーリズム推進事業交付金 

  団 体  御殿場市グリーン・ツーリズム推進協議会 

  所管課  産業スポーツ部 農政課 

 

 ⑥御殿場市多面的機能支払交付金事業補助金 

  団 体  沼田ホタルねっと 

  所管課  産業スポーツ部 農林整備課 

 

 ⑦御殿場線を育てる会補助金 

  団 体  御殿場線を育てる会 

  所管課  都市建設部 まちづくり推進課 

 

 ⑧御殿場市緑きらきら推進協議会事業交付金 

  団 体  御殿場市緑きらきら推進協議会 

  所管課  都市建設部 公園緑地課 
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 (2) 公の施設の指定管理者監査 

 ①御殿場市営駅南駐車場 

  指定管理者  御殿場総合サービス株式会社 

  所 管 課  産業スポーツ部 商工振興課 

 

 ②富士山交流センター 

  指定管理者  一般社団法人 印野郷土振興協会 

  所 管 課  企画戦略部 観光交流課 

 

３ 監査の方法 

 (1) 財政援助団体に関する監査 

    補助金等が交付目的に従って適正に執行されているか、財政援助に係る出納その他の事務が適

正に行われているかについて、関係書類を調査し、団体の役員や担当者、市所管課職員からの説

明聴取を行った。 

 

 (2) 公の施設の指定管理者監査 

    協定書に基づき管理する施設の業務は適正に執行されているか、公の施設管理に係る出納関係

帳簿の整備、記帳は適正になされているか等について、関係書類を調査し、公の施設の指定管理

者（担当職員）、市所管課職員からの説明聴取を行った。 

 

４ 監査の着眼点 

 (1) 財政援助団体に関する監査 

 ① 所管課関係 

  ア 補助金等の決定は法令等に適合しているか。 

  イ 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。 

  ウ 公益上の必要性は十分か。 

  エ 補助金等に関する条件の内容は明確か。 

  オ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 

  カ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。 

  キ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

  ク 補助金等の交付目的や効果から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のあるものはないか。 

 

 ② 団体関係 

  ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管課へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告書

等は符合するか。 

  イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。 

  ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。 

  エ 補助金等が対象事業以外に流用されていないか。 

  オ 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。 

  カ 領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。 
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  キ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 

  ク 会計処理上の責任体制は確立されているか。 

  ケ 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還時期等は適切か。 

  コ 会計検査は行われているか。 

  サ 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。 

 

 (2) 公の施設の指定管理者監査 

 ① 所管課関係 

  ア 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠をおいているか。 

  イ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 

  ウ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

  エ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 

  オ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続き等は適正になされているか。 

  カ 事業報告書の点検は適切になされているか。 

  キ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行っているか。 

  ク 指定管理者において施設の利用促進を図ることとしている場合は、利用状況に注意を払い、利用

の奨励に努めているか。 

 

 ② 指定管理者関係 

  ア 施設は関係法令（条例を含む）の定めるところにより適切に管理されているか。 

  イ 協定書に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

  ウ 利用料金制を採用しており、かつ指定管理者が定める場合、利用料金の設定等は適切になされ

ているか。 

  エ 利用促進のための努力はなされているか。 

  オ 施設の管理に係る収支会計経理は適切になされているか。また、他の事業との会計区分は明確

になっているか。 

  カ 施設の管理に係る出納関係帳簿の整備、記帳は適正になされているか。また、領収書類の整備、

保存は適切になされているか。 

  キ 施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は整備されているか。 

 

５ 監査の範囲 

   主として令和７年度の財政援助団体等に係る出納その他業務の執行状況 

 

６ 監査の期間 

   令和７年１０月１５日から令和７年１１月２０日まで 
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７ 監査の結果 

 (1) 財政援助団体に関する監査 

   監査した結果、指摘事項はなく、軽微なものを含め一部に改善を要する指導事項等が見ら

れたが、各団体（事業）において補助金等は適正に執行されているものと認められた。 

 

 (2) 公の施設の指定管理者監査 

   監査した結果、指摘事項はなく、一部に改善を要する指導事項が見られたが、指定管理業

務は協定書に基づき概ね適正に執行されているものと認められた。 

 

８ 意見・要望事項 

  補助金等の執行にあたっては、公金としての性格を深く認識し、市の会計処理に準じた適正

な処理を行うことはもとより、所期の目的達成に向け、今後とも積極的かつ効果的な取組みを

要望する。とりわけ継続な補助金等については、交付申請や実績報告が前例踏襲による形式的

なものとならぬよう、交付の趣旨・目的を再確認するとともに、厳正な履行確認を行う必要が

ある。 

所管課におかれては、補助金等の趣旨を十分に踏まえた上で採択を行うとともに、目的達成

状況や公益性等の観点から、その必要性を適時検証し、対象範囲や交付額の見直しについても

検討されたい。また、関係団体等へ配分される資金については、配分先団体の事業内容や会計

状況の確認を確実に行うよう、交付先団体への指導を徹底されたい。 

なお、交付金については、市の課題解決に向けた検討や対策のため、各団体で活発な議論が

なされ、より有効に活用されるよう指導・助言に努められたい。 

公の施設における指定管理者制度の導入状況は、令和７年４月１日現在、１４９施設となっ

ている。今般、監査を実施した２施設については、概ね適正な管理運営がなされていると認め

られた。また、指定管理者の創意工夫により、利用者のニーズを捉えたサービスが提供され、

施設利用の促進が図られている状況が確認された。各施設の意見・要望は以下のとおりである。 

御殿場市駅南駐車場については、周辺宿泊施設や高速バス事業者との連携による効果的な事

業展開や、利用者の声を踏まえたサービスの質的向上に引き続き尽力されたい。また、施設の

老朽化対策についても計画的に取り組まれたい。 

  富士山交流センターについては、遊具施設の老朽化を鑑み、隣接地に建設予定の「富士山 木

のおもちゃ美術館」との回遊性向上等の観点を含めた改修計画について、具体的な検討を進め

られることが望まれる。併せて、引き続き利用者の視点に立ったサービス向上を図り、利用の

促進に努められたい。 

なお、指定管理者の選定は公募によることが基本であるので、選定にあたっては、今後も透

明性が確保され、第三者に明確に説明できるものとされたい。 

（注記） 

 １ 指摘事項とは、法令、条例、規則等に違反している事項や、経済性、有効性等の観点から著しく不適

切な事項など、特に指摘すべき重大な事項として、地方自治法の規定に基づき監査結果で報告し、公

表するものである。 

 ２ 指導（注意）事項とは、是正又は改善を要する事項で、指摘事項までに至らないものである。 

 ３ 検討事項とは、上記に該当しないが改善の検討を要するもの、意見（要望）事項とは、留意や努力を

求めるものである。  ※ 監査時に改善を求めるとともに、再確認のため実施記録を送付した。 



- 5 - 

 

 

 ごてんばの日記念事業交付金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 ごてんばの日記念事業実行委員会 

代 表 者 御殿場市長 勝又 正美 

事務局所在地 御殿場市萩原483番地 企画戦略部 企画課 

設立年月日 令和5年6月1日 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 市民が楽しめるイベントを開催する。 

補助金額等 
（令和７年度） 

7,300,000円 

対象となった 

主な事業 
 ごてんばの日記念事業 

収支の状況 

（令和６年度 
実績） 

収入額       13,002,687円（利息分2,687円含む） 

支出額       12,155,034円 

収支差引額      847,653円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 なし 

 検討事項件数 １件 

 意見（要望）事項件数 なし 
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 御殿場市議会 議会運営委員会行政視察交付金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 御殿場市議会 議会運営委員会 

代 表 者 委員長 菅沼 芳德 

事務局所在地 御殿場市萩原483番地 議会事務局 議事課 

設立年月日 昭和34年（平成3年4月2日法制化） 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 

地方自治法第109条第3項に基づく調査のため 

議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等

を審査する。 

(1) 議会の運営に関する事項 

(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

(3) 議長の諮問に関する事項 

補助金額等 
（令和７年度） 

248,000円 

対象となった 

主な事業 

１ 議会運営委員会 行政視察（令和 6年度） 

 令和 6 年 11 月 1 日に愛知県半田市に伺い、「開かれた議会の醸成 議

会のＩＣＴ化推進と議会運営について」視察をした際の費用（貸切バス代

（有料道路代含む）） 

収支の状況 
（令和６年度 
実績） 

収入額        248,000円 

支出額        188,270円 

収支差引額      59,730円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 なし 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 なし 
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 御殿場市消防団本部運営事業補助金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 御殿場市消防団本部 

代 表 者 勝又 充夫 

事務局所在地 
静岡県御殿場市東田中一丁目19番1号 

御殿場・小山広域行政組合 消防本部 警防課 

設立年月日 昭和30年2月11日 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 
研修会や交流会での負担金、女性消防団やラッパ隊への補助金、消防団

本部主催事業を行うにあたり、円滑に活動が実施できることを目的とする。 

補助金額等 
（令和７年度） 

1,168,610円 

対象となった 

主な事業 

１ 各種研修会負担金 

２ 各種交流会負担金 

３ 女性消防団補助金 

４ ラッパ隊補助金 

５ 消耗品等購入費 

収支の状況 

（令和６年度 
実績） 

収入額               1,112,370円 

支出額               1,097,679円 

収支差引額              14,691円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 ４件 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 なし 
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 NPO法人御殿場市スポーツ協会事業補助金  

 NPO法人御殿場市スポーツ協会創立７０周年記念事業補助金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 NPO法人御殿場市スポーツ協会 

代 表 者 滝口 兼光 

事務局所在地 静岡県御殿場市茱萸沢658-4 （御殿場市陸上競技場内） 

設立年月日 平成１４年４月１日 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 

御殿場市民及び近隣住民の体育・スポーツの振興を図る事業を行い、競

技力の向上及び市民の健康増進並びにスポーツを合言葉としたまちづくり

の推進に資することを目的とする。 

補助金額等 
（令和７年度） 

8,937,000 円 

対象となった 

主な事業 

１ スポーティフルごてんば 

２ 市スポーツ少年団交流大会 

３ 市スポーツ教室 

４ 市スポーツ祭 

５ 富士山サマースポーツフェスティバル 

６ 静岡市町対抗駅伝競走大会御殿場実行委員会 

７ スポーツ協会70周年記念 

収支の状況 

（令和６年度 
実績） 

収入額     20,577,310円 

支出額     18,756,825円 

収支差引額   1,820,485円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 なし 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 なし 
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 グリーン・ツーリズム推進事業交付金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 御殿場市グリーン・ツーリズム推進協議会 

代 表 者 高橋 利典 

事務局所在地 御殿場市萩原483番地 産業スポーツ部 農政課 

設立年月日 平成１３年４月１日 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 

富士山の恩恵を受け豊かな自然環境のもと農業が行われている本市に

おいて、生産者と消費者である市内外の都市部在住住民との交流を深め、

農業への理解促進、農村地域の活性化及び地域農業の振興に資すること

を目的とする。 

補助金額等 
（令和７年度） 

713,000 円 

対象となった 

主な事業 

１ グリーン・ツーリズムの普及、啓発に関すること 

２ グリーン・ツーリズムに関わる農業者等の連携、資質向上に関すること 

３ グリーン・ツーリズム推進の体験事業に関すること 

４ 農業に対する理解促進と地場産品の知名度向上に関すること 

５ 農家民宿の運営支援に関すること 

６ 関係機関、組織の連携促進に関すること 

７ その他協議会の目的を達成するために必要なこと 

収支の状況 
（令和６年度 
実績） 

収入額        713,000 円 

支出額        713,000 円 

収支差引額         0 円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 なし 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 なし 
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 御殿場市多面的機能支払交付金事業補助金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 沼田ホタルねっと 

代 表 者 根上 博明 

事務局所在地 御殿場市沼田271番地 

設立年月日 平成19年4月1日 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 
構成員による農地維持活動または資源向上活動を通じ、農用地・水路・農

道等の資源の地域資源および農村環境の保全を図るため。 

補助金額等 
（令和７年度） 

776,000 円 

対象となった 

主な事業 

１ 点検 

２ 畦畔・水路・農道等の草刈り 

３ 水路の泥上げ 

４ 遊休農地の活用 

５ 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 

収支の状況 

（令和６年度 
実績） 

収入額        1,035,438 円 

支出額         549,087 円 

収支差引額      486,351 円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 なし 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 なし 

 

  



- 11 - 

 

 

 御殿場線を育てる会補助金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 御殿場線を育てる会 

代 表 者 菅沼 弘 

事務局所在地 御殿場市二枚橋２２番地 

設立年月日 平成16年1月1日 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 
JR御殿場線各駅を結節点とした地域の活性化及び地域振興、交通環境の

向上及び環境保全に資することを目的とする。 

補助金額等 
（令和７年度） 

800，000 円 

対象となった 

主な事業 
１ ごてんば線まつりの開催 

収支の状況 

（令和６年度 
実績） 

収入額        650,000 円 

支出額        650,000 円 

収支差引額            0 円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 １件 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 なし 
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 御殿場市緑きらきら推進協議会事業交付金  

 

財

政

援

助

団

体 

名   称 御殿場市緑きらきら推進協議会 

代 表 者 御殿場市長 勝又 正美 

事務局所在地 御殿場市萩原４８３番地 都市建設部 公園緑地課 

設立年月日 平成１７年４月 

補

助

金

等

の
概

要 

事業の目的 

御殿場市民及び関係団体が相互に協力して「緑の基本計画」を推進し、緑

の愛護・育成・創出を行い、緑豊かな住みよい御殿場市の実現を期するこ

とを目的とする 

補助金額等 
（令和７年度） 

900,000 円 

対象となった 

主な事業 

１  緑化フェア事業 

２  公共用花苗配布事業 

３  緑化普及啓発事業 

   （花壇コンクール・緑化資材・ガーデニング教室等） 

４  新築記念樹配布事業 

 

収支の状況 

（令和６年度 
実績） 

収入額        2,649,797円 

支出額        2,306,114円 

収支差引額      343,683円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 １件 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 １件 
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 【指定管理】 御殿場市営駅南駐車場  

 

施

設

の
概

要 

設置時期 平成２年４月１日（条例施行日） 

所在地 御殿場市新橋1848番地の6 

設置目的 
自動車、原動機付自転車及び自転車の駐車施設を整備するため、駐車場

法(昭和32年法律106号)に基づき、駐車場を設置する。 

従業員数 施設従事職員 2人 

団

体

の
概

要 

名称 御殿場総合サービス株式会社 

所在地 御殿場市川島田1446番地の24 

設立年月日 平成20年2月29日 

設立目的 

平成7年6月1日に御殿場市温泉会館の管理運営を目的に、前身の「御殿

場温泉開発株式会社」が御殿場市出資により設立、その後、御殿場市温

泉会館以外の施設管理運営業務や各種請負業務を行うことを目的に、平

成20年2月29日「御殿場総合サービス株式会社」に名称変更を行う。 

指

定

管

理

の
状

況 

選定方法 公募 

指定期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで 

指定管理料 
（令和７年度） 

0 円（利用料金収入に応じ市に納入金あり） 

主な管理 

業務内容 

１ 駐車場の利用の承認に関する業務 

2 駐車場の利用に係る料金の設定及び徴収に関する業務 

3 利用料金の免除に関する業務 

4 利用料金の還付に関する業務 

5 開場時間の変更に関する業務 

6 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務 

7 モニタリングによる利用者等からの意見、要望等の把握に関する業務 

8 その他駐車場の管理上、市長が必要と認める業務 

収支の状況 

（令和６年度実績） 

収入額      28,332,045 円 （指定管理料    0 円） 

支出額      28,332,045 円 （納入金 8,459,886 円） 

収支差引額          0 円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 １件 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 １件 
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 【指定管理】 富士山交流センター  

 

施

設

の
概

要 

設置時期 平成23年4月27日（供用開始日） 

所在地 御殿場市印野 1380 番地の 15 

設置目的 

市民の富士山に対する知識を養い、理解を深めるとともに、富士山麓の自

然環境を活用して健康増進を図り、併せて交流人口の増加及び地域の活

性化に資するため、御殿場市富士山交流センターを設置する。 

従業員数 施設従事職員 8 人 

団

体

の
概

要 

名称 一般社団法人 印野郷土振興協会 

所在地 御殿場市印野1699番地 

設立年月日 昭和33年5月24日 

設立目的 

地域社会の健全化及びその基盤の改善を推進するための諸事業の適切

なる助成を行うとともに、天災等の非常災害時に罹災者の救済等を図りもっ

て地域社会の共栄発展に資することを目的とする 

指

定

管

理

の
状

況 

選定方法 
非公募（御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例第

2条（指定管理者の募集）第4号の規定による。） 

指定期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 

指定管理料 
（令和７年度） 

94,950,000 円 

主な管理 

業務内容 

1 施設の設置目的に基づく各種事業の企画及び運営に関する業務 

2 施設の利用の受付及び案内に関する業務 

3 施設の行為の承認又は承認の取消し若しくは変更に関する業務 

4 施設の利用の承認又は承認の取消し若しくは変更に関する業務 

5 施設の利用に係る料金の設定及び徴収に関する業務 

6 利用料金の減額又は免除に関する業務 

7 利用料金の還付に関する業務 

8 施設の供用日又は供用時間の変更に関する業務 

9 施設の維持管理に関する業務 

10 その他本施設の管理上、市長が必要と認める業務 

収支の状況 

（令和６年度実績） 

収入額       137,190,135 円 （6年度指定管理料 94,950,000 円） 

支出額       130,162,398 円 

収支差引額       7,027,737 円 

 指摘事項件数 なし 

 指導（注意）事項件数 なし 

 検討事項件数 なし 

 意見（要望）事項件数 １件 

   


